
  

 






人口のうごき(令和５年６月１日現在) 人口 4,198人(－11人) 男 2,110人(－４人) 女 2,088人(－７人) 世帯数 2,126世帯(－３世帯)
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横浜小学校大運動会
横浜町立横浜小学校グラウンドにおいて、「本気～赤白ともに

応援し合い 真剣勝負～」のスローガンのもと、令和５年度横浜
小学校大運動会が開催されました。雨がぱらつく中、天気に負
けない声援と一生懸命な子どもたちの姿にとても感動しました。
今年度の優勝は白組となりましたが、全員が勝利に向かい真摯
に競技に励んでいました。

交通安全祈願祭が実施されました
５月11日(木)八幡神社において交通安全祈願祭が実施され、横浜町、野辺地地区交通安全協会

横浜支部、野辺地警察署、横浜町交通安全母の会の代表者が交通安全祈願を行いました。
交通安全祈願祭終了後には、交通安全母の会が主導してマスコット配布及び交通安全の広報

活動を実施しました。
町では昨年12月に、下北半島縦貫道路吹越ＩＣ入口に

て交通死亡事故が発生しております。交通死亡事故はい
ついかなる場所においても発生する可能性があるため、
運転の際も歩行の際も注意を払うようにしましょう。

町の位置…北緯41°4′50″東経141°15′7″
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横浜小・中学校で「人権の花運動」が実施されました
町の人権擁護委員の協力のもと、横

浜小学校及び横浜中学校において、児
童生徒を対象とした人権の花運動が行
われました。この活動は、法務省所管
の令和５年度人権啓発活動地方委託事
業の一環として、子どもたちが植栽活
動を行い、花を協力し育てることで命
の尊さを実感し、優しさと思いやりの
心を体得することを目的としたもので
す。
町の人権擁護委員の若佐昭男氏から

は、「心に花を、顔に笑顔を。」と児童生
徒にメッセージを送っていました。

この度、横浜町監査委員に杉山大栄氏が選任され、石橋勝
大町長より辞令が交付されました。
杉山氏が監査委員を務めるのは今回が初めてで、辞令を受

け、杉山委員は「これまでの民間での経験を活かし、代表監査
委員とともに、行政に対する信頼が確保されるよう、しっか
りと取り組んで参ります。」と話されていました。
任期は令和５年５月12日から令和９年４月29日までの４年

間となります。

横浜町監査委員辞令交付式

横浜町緑化推進委員会では、５月25日(木)に横浜小学校、６月５日(月)に菜の花プラザ、６月
８日(木)に横浜中学校において、緑化推進事業として花の植え付けを行いました。
それぞれの花壇等には、サルビア、ベチュニア、インパチュンス、マリーゴールドといった様々

な種類の花が植え付けられ、色彩豊かな花壇等になりました。町の緑化推進活動として、来年度
も継続して花の植栽活動を実施する予定です。

緑化推進事業を活用し、花の植栽活動が実施されました

５月25日(木) 横浜小学校 ６月８日(木) 横浜中学校 ６月５日(月) 菜の花プラザ

横浜小学校

横浜中学校

町の面積…東西12㎞ 南北23㎞ 126.38㎢
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町章… ｢よこはま｣の｢よ｣を図案化。大小の円は｢円満･団結･平和｣
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７月は “ 社会を明るくする運動 ”
強調月間・再犯防止啓発月間です。

“ 社会を明るくする運動 ” は、すべての国民が、犯罪
や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪
や非行のない安全で安心な地域社会を築くための国
民的な運動です。

“社会を明るくする運動”に参加しましょう！

主催：野辺地地区保護司会
横浜町支部

◆軟式野球 ベスト８（１回戦敗退） ◆卓球男子 ベスト８（１回戦敗退）
横浜町 10－11 六戸町 横浜町 ２－３ 七戸町

◆陸上競技
◇男子共通 5000ｍ
第３位 西浜 孝 16分57秒86

◇男子29歳以下 1500ｍ
第１位 船橋 征也 ４分22秒10

陸上競技男子29歳以下1500ｍ
見事１位に輝いた 船橋 征也 選手（写真右）

第46回上北郡総合スポーツ大会結果

お問合せ 横浜町役場企画財政課 ＴＥＬ（７８）２１１１（内線３２５）

町章… ｢よ｣の先端 将来への限りない躍進･発展(昭和45年９月制定)



6

お

し

ら

せ information









































◆
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員

◇
保
健
師
（
短
大
卒
業
程
度
）

１
名

◇
一
般
行
政
（
高
校
卒
業
程
度
）

若
干
名

◇
一
般
行
政
（
高
校
卒
業
程
度
）

身
体
障
が
い
者
枠

若
干
名

◆
受
験
資
格

◇
保
健
師
（
短
大
卒
業
程
度
）

１
．
短
期
大
学
卒
業
以
上
（
大
学

を
含
む
）
又
は
令
和
６
年
３
月
31

日
ま
で
に
短
期
大
学
等
卒
業
見
込

み
の
方
で
、
平
成
５
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方

２
．
保
健
師
の
免
許
を
有
す
る

方
、
又
は
令
和
６
年
３
月
31
日
ま

で
に
予
定
さ
れ
る
保
健
師
国
家
試

験
に
お
い
て
保
健
師
免
許
を
取
得

す
る
見
込
み
の
あ
る
方

◇
一
般
行
政
（
高
校
卒
業
程
度
）

高
等
学
校
卒
業
以
上
（
短
期
大

学
・
高
専
を
含
む
）
又
は
令
和
６

年
３
月
31
日
ま
で
に
高
等
学
校
等

を
卒
業
見
込
み
の
方
で
、
平
成
５

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

◇
一
般
行
政
（
高
校
卒
業
程
度
）

身
体
障
が
い
者
枠

１
．
高
等
学
校
卒
業
以
上
（
大

学
・
短
期
大
学
・
高
専
を
含
む
）

又
は
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に

高
等
学
校
等
を
卒
業
見
込
み
の
方

で
、
平
成
５
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方

２
．
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
、
障
害
の
程
度
が
１
級
か
ら

６
級
ま
で
の
方

３
．
自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
、

か
つ
介
護
者
な
し
に
職
務
の
遂
行

が
可
能
な
方

◇
各
試
験
共
通

１
．
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に

対
し
て
対
応
で
き
る
方

２
．
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん

（
１
）
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

（
２
）
地
方
公
務
員
法
第
１
６
条

に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
う
ち
、

以
下
に
該
当
す
る
方

①
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
方

②
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該

処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な

い
方

③
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会

の
委
員
の
職
に
あ
っ
て
、
第
５
章

に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
刑
に
処
せ

ら
れ
た
方

④
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に

お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の

下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破

壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ

れ
に
加
入
し
た
方

◆
試
験
日
（
各
試
験
共
通
）

令
和
５
年
９
月
17
日
(日
)

◆
試
験
内
容

◇
保
健
師
（
短
大
卒
業
程
度
）

教
養
試
験
・
専
門
試
験

◇
一
般
行
政
（
高
校
卒
業
程
度
）

身
体
障
が
い
者
枠
共
通

教
養
試
験

◆
各
種
検
査
（
各
試
験
共
通
）

事
務
適
性
検
査
等

◆
試
験
場
所
（
各
試
験
共
通
）

横
浜
町
役
場
（
予
定
）

◆
受
験
申
込
書
の
交
付

６
月
27
日
(火
)か
ら
７
月
25
日

(火
)ま
で
、
横
浜
町
役
場
総
務
課

で
直
接
入
手
す
る
か
、
横
浜
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。

(http://w
w
w
.tow
n.yokoham
a.lg.jp)

◆
受
付
期
間

６
月
27
日
(火
)か
ら
７
月
25
日

(火
)ま
で
に
横
浜
町
役
場
総
務
課

へ
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。
た

だ
し
、
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
は

受
付
し
ま
せ
ん
。（
郵
送
の
場
合

は
７
月
25
日
ま
で
の
消
印
有
効
で

す
。
な
お
、
封
筒
に
「
受
験
申
込

書
」
と
朱
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。）

◆
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
４
時

45
分
ま
で
（
横
浜
町
役
場
総
務
課

で
受
付
し
ま
す
）

◆
提
出
書
類
等

①
受
験
申
込
書

②
履
歴
書
（
顔
写
真
貼
付
）

③
最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
（
卒

業
見
込
み
含
む
）
ま
た
は
卒
業
証

書
の
写
し

④
最
終
学
校
の
成
績
証
明
書
（
開

封
無
効
）

⑤
顔
写
真
１
枚
（
縦
４
㎝
×
横
３

㎝
／
申
込
前
３
ヶ
月
以
内
に
撮
っ

た
も
の
）

⑥
一
般
行
政
（
高
校
卒
業
程
度
）

身
体
障
が
い
者
枠
で
受
験
す
る
方

は
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
写
し

⑦
保
健
師
の
免
許
取
得
者
は
、
免

許
証
の
写
し

⑧
そ
の
他
受
験
資
格
を
確
認
す
る

に
当
た
り
、
必
要
な
書
類
の
提
出

を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

◆
採
用
予
定
年
月
日

令
和
６
年
４
月
１
日

◆
給
与
等

横
浜
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
等
に
よ
り
ま
す
。

◆
そ
の
他

２
次
試
験
（
作
文
・
面
接
）
は

10
月
下
旬
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。

※
受
験
者
全
員
に
合
否
を
通
知
し

ま
す
。

※
保
健
師
（
大
学
卒
業
程
度
）
試

験
該
当
者
も
、
保
健
師
（
短
大
卒

業
程
度
）試
験
を
受
験
可
能
で
す
。

※
身
体
障
が
い
者
枠
を
除
き
、
一

般
行
政
（
大
学
卒
業
程
度
）
試
験

該
当
者
は
、
一
般
行
政
（
高
校
卒

業
程
度
）
試
験
を
受
験
で
き
ま
せ

ん
。

◆
お
問
合
せ

◇
横
浜
町
役
場
総
務
課

〒
０
３
９
‒
４
１
４
５

青
森
県
上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
35

番
地

TEL
０
１
７
５
（
78
）
２
１
１
１

（
内
３
２
３
）

町の花…｢なの花｣ 町の鳥…｢浜チドリ｣ 町の木…｢つきけやき｣(昭和61年９月制定) 町の魚…｢横浜なまこ｣(平成４年12月制定)
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◆
「
被
保
険
者
証
」
の
更
新

被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方

に
、
８
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い

被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
記

載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証
は

破
棄
す
る
か
役
場
窓
口
へ
返
還
し

て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
４
年
中
の
所
得
状
況
に

よ
っ
て
、
８
月
１
日
か
ら
医
療
機

関
窓
口
で
の
自
己
負
担
割
合
が
変

わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
及
び
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
の
更
新

被
保
険
者
で
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
に

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、
そ

の
医
療
機
関
へ
の
支
払
い
が
、
高

額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
、
入
院
時
に
は
食
事
代

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
被
保
険
者
で
同
じ
世
帯

に
住
民
税
課
税
所
得
金
額
が
１
４

５
万
円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
の

被
保
険
者
が
い
る
方
は
、
医
療
機

関
の
窓
口
に
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
を
提
示
す
る
と
、
そ
の
医
療

機
関
へ
の
医
療
費
の
支
払
い
が
、

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。

現
在
こ
れ
ら
の
認
定
証
を
交
付

さ
れ
て
い
る
方
で
、
引
き
続
き
認

定
さ
れ
る
方
に
は
、
８
月
か
ら
使

用
す
る
新
し
い
認
定
証
を
７
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。
更
新
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

新
た
に
こ
れ
ら
の
認
定
証
の
交

付
を
希
望
す
る
方
は
、
被
保
険
者

証
、個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の（
通

知
カ
ー
ド
か
個
人
番
号
カ
ー
ド
）

を
持
参
の
上
、
役
場
窓
口
で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
令
和
５
年
度
保
険
料
に
つ
い
て

令
和
５
年
度
の
保
険
料
は
、
７

月
中
に
郵
送
さ
れ
る
保
険
料
額
決

定
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
１

基
礎
控
除
後
の
所
得
と

は
、
前
年
の
総
所
得
額
等
か
ら
基

礎
控
除
額
（
43
万
円
）
を
差
し
引

い
た
額
で
す
。

◆
令
和
５
年
度
保
険
料
の
軽
減
措

置
に
つ
い
て

◇
所
得
が
低
い
方
の
軽
減

・
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
及
び

世
帯
主
の
所
得
額
の
合
計
に
応
じ

て
、
均
等
割
額
の
軽
減
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
令
和
５
年
度
は
次
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

※
２

年
金
・
給
与
所
得
者
等
数

（
年
金
・
給
与
所
得
者
が
２
人
以

上
い
る
世
帯
に
適
用
）

◇
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
の
軽
減

・
均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

す
。（
資
格
取
得
後
２
年
間
）

・
所
得
割
額
の
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。

※
被
用
者
保
険
と
は
、
会
社
員
等

の
被
雇
用
者
が
加
入
す
る
保
険
で

す
。

※
世
帯
の
所
得
が
低
い
方
は
、
よ

り
高
い
均
等
割
の
軽
減
（
７
割
軽

減
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
保
険
料
の
減
免
等
に
つ
い
て

災
害
、
倒
産
、
失
業
な
ど
特
別

な
事
情
に
よ
っ
て
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料

の
減
免
等
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

◆
お
問
合
せ

◇
横
浜
町
役
場
町
民
課

TEL
０
１
７
５
（
78
）
２
１
１
１

（
内
２
１
６
）















































ち
揚
げ
も
実
施
し
ま
す
。

協
賛
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
集

ま
っ
た
資
金
の
み
で
打
ち
揚
げ
る

記
念
花
火
と
な
る
た
め
、
見
応
え

の
あ
る
内
容
と
な
り
ま
す
。

◆
内
容

・
特
別
協
賛
は
３
万
円
以
上
の
協

賛
金
か
ら
と
な
り
ま
す
。

・
申
し
込
ま
れ
た
方
は
協
賛
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
と
も
に
花
火
大
会
チ
ラ

シ
へ
の
掲
載
と
花
火
大
会
会
場
で

の
読
み
上
げ
を
し
ま
す
。

◆
申
し
込
み
締
切
り

令
和
５
年
７
月
７
日
(金
)

◆
お
問
合
せ

◇
ふ
る
さ
と
の
ま
つ
り
実
行
委
員

会
事
務
局
（
横
浜
町
役
場
産
業
振

興
課
内
）

TEL
０
１
７
５
（
78
）
２
１
１
１

（
内
３
５
１
）

今
年
で
33
回
目
を
迎
え
る
花
火

大
会
で
は
、
想
い
や
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
共
に
、「
特
別
協
賛
枠
」
で
の
打

均 等 割 額
［被保険者全員が納める額］

４４，４００円

所 得 割 額
［所得に応じて納める額］

基礎控除後の所得（※１）×８．８％

年 間 保 険 料
限度額６６万円

＋

＝

令和５年度
世帯の所得額の合計 軽減割合

43万円＋10万円×(年金・給与所得者等(※2)の数－
１)以下の世帯 ７ 割

43万円＋(29万円×被保険者の数)＋10万円×(年金・
給与所得者等(※2)の数－１)以下の世帯 ５ 割

43万円＋(53.5万円×被保険者の数)＋10万円×(年
金・給与所得者等(※2)の数－１)以下の世帯 ２ 割























不
動
産
取
得
税
と
は
、
家
屋
を

新
築
・
増
改
築
し
た
と
き
、
土
地

や
家
屋
を
売
買
・
交
換
・
贈
与
等

で
取
得
し
た
と
き
に
一
度
だ
け
課

税
さ
れ
る
県
の
税
金
で
す
。
税
額

は
、
原
則
と
し
て
不
動
産
を
取
得

町民の誓い…青い海、緑と花を愛します(昭和50年９月制定)
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し
た
時
点
の
固
定
資
産
課
税
台
帳

価
格
に
「
住
宅
及
び
土
地
の
場
合

は
３
％
」、「
住
宅
以
外
の
家
屋
の

場
合
は
４
％
」
の
税
率
を
か
け
た

額
と
な
り
ま
す
（
※
１
)。

地
域
県
民
局
県
税
部
か
ら
送
付

さ
れ
る
「
不
動
産
取
得
税
納
税
通

知
書
」
に
よ
り
、
納
期
限
ま
で
に
、

銀
行
・
郵
便
局
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ

等
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
専
用
サ
イ

ト
「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」
か

ら
、
電
子
マ
ネ
ー
や
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
等
で
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

な
お
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

住
宅
や
住
宅
用
地
を
取
得
し
た
場

合
な
ど
、
不
動
産
取
得
税
が
軽
減

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
地
域
県
民
局
県
税

部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
１

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で

に
宅
地
評
価
土
地
を
取
得
し
た
場

合
は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳

価
格
の
１
/２
に
税
率
を
か
け
た

額
と
な
り
ま
す
。

◆
お
問
合
せ

◇
上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

課
税
課

TEL
０
１
７
６
（
22
）
８
１
１
１

（
内
線
２
０
７
・
２
０
８
）

















































































































物
価
高
騰
に
よ
る
影
響
を
受
け

た
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
を
支
援

す
る
た
め
「
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
」
を
支
給
し
て
い

ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

次
の
①
、②
に
該
当
す
る
方
(ひ

と
り
親
世
帯
を
除
く
)

①
令
和
４
年
度
に
「
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
(ひ
と
り

親
世
帯
以
外
の
子
育
て
世
帯
分
)」

を
受
け
取
っ
て
い
る
方

②
市
町
村
民
税
(均
等
割
)が
非
課

税
の
方
、
ま
た
は
、
令
和
５
年
１

月
１
日
以
降
、
物
価
高
騰
の
影
響

を
受
け
て
収
入
が
急
変
し
、
住
民

税
非
課
税
相
当
の
収
入
見
込
と

な
っ
た
方

◆
対
象
児
童

平
成
17
年
４
月
２
日
（
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
算
定
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
平
成
15
年
４
月
２
日
）
か
ら

令
和
６
年
２
月
29
日
ま
で
の
間
に

出
生
し
た
児
童

◆
支
給
額

・
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
一
律
５

万
円

※
支
給
対
象
者
①
に
該
当
す
る
方

は
申
請
不
要
で
給
付
金
を
受
け
取

れ
ま
す
。
町
よ
り
送
付
さ
れ
た
案

内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
支
給
対
象
者
②
に
該
当
す
る
方

は
申
請
が
必
要
で
す
。

※
そ
の
他
、
詳
細
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
合
せ

◇
横
浜
町
役
場
福
祉
課

TEL
０
１
７
５
（
78
）
２
１
１
１

（
内
２
２
９
）





























































横
浜
町
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
、
横
浜
町
高
齢
者
生
き
が
い
と

健
康
づ
く
り
受
託
事
業
の
一
環
と

し
て
、
北
町
・
本
町
・
南
町
地
区

に
て
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
＆

ゲ
ー
ム
大
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

◆
内
容

地
区
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
＆

ゲ
ー
ム
大
会

◆
開
催
日
時

・
本
町
地
区

７
月
３
日
(月
)

午
前
８
時
30
分
～
正
午

・
南
町
地
区

７
月
４
日
(火
)

午
前
８
時
30
分
～
正
午

・
北
町
地
区

７
月
５
日
(水
)

午
前
８
時
30
分
～
正
午

◆
開
催
場
所

・
本
町
地
区

横
浜
町
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

・
南
町
地
区

百
目
木
町
内
会
館

・
北
町
地
区

鶏
沢
老
人
憩
の
家

◆
参
加
費

無
料

◆
参
加
申
込

事
前
の
申
し
込
み
が
な
く
て
も

か
ま
い
ま
せ
ん
。
当
日
は
、
沢
山

の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

◆
お
問
合
せ

◇
横
浜
町
社
会
福
祉
協
議
会

TEL
０
１
７
５
（
78
）
２
０
６
７

（
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
）







































社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
地
域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
ゆ
い
ネ
ッ
ト

ク
ラ
ブ
）
の
協
力
を
得
な
が
ら
、

住
居
補
修
サ
ー
ビ
ス
（
家
具
の
移

動
な
ど
軽
微
な
作
業
）
を
実
施
し

支
援
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
昨
年

度
か
ら
期
間
を
限
定
し
て
の
対
応

と
な
り
ま
す
。

◆
実
施
予
定

７
月
下
旬
頃

※
悪
天
候
な
ど
に
よ
り
実
施
日
が

前
後
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

◆
申
請
期
日

７
月
19
日
(水
)ま
で

◆
利
用
料

１
回
３
０
０
円
（
60
分
以
内
）

◆
対
象
者

単
身
高
齢
者
・
高
齢
者
の
み
の

世
帯
及
び
身
体
障
害
者
世
帯
等
、

身
体
状
況
等
に
よ
り
作
業
が
困
難

で
他
に
頼
め
る
者
が
い
な
い
世
帯

◆
実
施
内
容

・
自
宅
周
辺
の
軽
微
な
草
刈
（
30

分
程
度
）

・
網
戸
等
の
軽
微
な
補
修
（
１
枚

ま
で
）

・
換
気
扇
掃
除

・
粗
大
ご
み
の
処
理

・
他
軽
微
な
補
修
に
限
る

◆
そ
の
他

・
次
回
（
秋
期
）
は
、
11
月
末
頃

実
施
予
定

・
期
間
外
や
依
頼
内
容
に
よ
っ
て

は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

作
業
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
お
問
合
せ

◇
横
浜
町
社
会
福
祉
協
議
会

TEL
０
１
７
５
（
78
）
２
０
６
７

































国
民
年
金
保
険
料
は
毎
月
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
収
入
の
減

町民の誓い…健康な心と体をつくります(昭和50年９月制定)
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海
上
自
衛
隊
大
湊
地
方
隊
で

は
、
地
域
の
皆
様
を
対
象
と
し
て

大
湊
音
楽
隊
に
よ
る
「
市
民
と
の

ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
次
の

と
お
り
開
催
致
し
ま
す
。

◆
日
時

令
和
５
年
９
月
15
日
(金
)午
後

５
時
半
～
午
後
６
時
半
（
開
場

午
後
４
時
半
）

◆
場
所

下
北
文
化
会
館

◆
入
場
整
理
券

入
場
は
無
料
で
す
が
、
入
場
整

理
券
が
必
要
で
す
。
入
場
整
理
券

を
ご
希
望
の
方
は
、
往
復
は
が
き

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
（
１
通
で
５
名

様
ま
で
応
募
可
）に
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
と
同
行
者
全
員

の
氏
名
・
年
齢
を
ご
記
入
の
う
え

申
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
先

〒
０
３
５
‒
８
５
１
１

青
森
県
む
つ
市
大
湊
町
４
‒
１

海
上
自
衛
隊
大
湊
地
方
総
監
部

広
報
推
進
室

MAIL
orh-kouhou@
inet.m
sdf.m
o

d.go.jp

◆
申
し
込
み
期
限

８
月
15
日
(火
)
必
着

※
応
募
は
、
お
一
人
様
１
通
ま
で

と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

※
希
望
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選

と
な
り
ま
す
。



























































◆
お
問
合
せ

◇
海
上
自
衛
隊
大
湊
地
方

総
監

部
広
報
係

TEL
０
１
７
５
（
24
）
１
１
１
１

（
内
２
３
０
８
）































































県
で
は
、
原
子
力
施
設
関
連
業

務
へ
の
参
入
に
当
た
っ
て
必
要
と

さ
れ
る
専
門
的
な
技
術
や
資
格
等

を
有
す
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め

の
研
修
を
開
催
し
ま
す
。

原
子
力
施
設
関
連
業
務
の
知

識
・
経
験
の
な
い
方
も
歓
迎
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
主
な
研
修
予
定
】

◇
第
２
種
電
気
工
事
士
受
験
対
策

講
習

◆
開
催
日

【
筆
記
試
験
対
策
】

９
月
11
日
(月
)～
12
日
(火
)

【
実
技
試
験
対
策
】

11
月
20
日
(月
)～
21
日
(火
)

◆
目
的

原
子
力
発
電
施
設
等
に
お
い
て

作
業
従
事
す
る
上
で
必
要
と
な
る

「
第
２
種
電
気
工
事
士
」
資
格
取

得
を
目
的
と
す
る
。

◇
弁
保
修
訓
練

◆
開
催
日

10
月
25
日
(水
)～
26
日
(木
)

◆
目
的

原
子
力
発
電
施
設
等
に
お
い

て
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る

弁
の
分
解
点
検
、
手
入
れ
の
実
技

訓
練
を
行
い
、
保
修
に
必
要
な
基

礎
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
。

◆
受
講
料

無
料

◆
研
修
場
所

東
北
町
：
青
森
原
燃
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
セ
ン
タ
ー

六
ヶ
所
村
：
青
森
県
量
子
科
学

セ
ン
タ
ー

等

◆
主
催

青
森
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策

局※
そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
合
せ

◇
株
式
会
社
青
森
原
燃
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
セ
ン
タ
ー
（
業
務
委
託
先
）

TEL
０
１
７
５
（
63
）
４
６
７
１

FAX
０
１
７
５
（
63
）
４
６
８
１

分
（
土
・
日
・
祝
日
及
び
年
末
年

始
を
除
く
）
な
お
、
月
・
水
・
金

の
午
前
10
時
～
午
後
５
時
は
、
人

権
擁
護
委
員
が
常
駐
し
て
い
ま

す
。

◆
場
所

青
森
地
方
法
務
局
陸
奥
支
局
人

権
相
談
室（
下
北
合
同
庁
舎
２
階
）

※
電
話
相
談
は
「
０
５
７
０
‒
０

０
３
‒
１
１
０
（
み
ん
な
の
人
権

１
１
０
番
）」
へ

◆
料
金

無
料

◆
そ
の
他

予
約
は
不
要
で
す
が
、
来
庁
前

に
ご
連
絡
を
頂
け
る
と
ス
ム
ー
ズ

に
ご
案
内
で
き
ま
す
。

















日
常
生
活
で
の
身
近
な
悩
み
事

か
ら
人
権
問
題
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

問
題
に
関
す
る
相
談
を
受
け
ま

す
。

◆
時
間

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

少
や
失
業
等
に
よ
り
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
保
険
料
を
未
納
の
ま

ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
の
年
金

（
老
齢
年
金
）
や
、
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
測
の
事
態
が
生
じ
た

と
き
に
「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族

年
金
」
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
防
ぐ
た

め
、
本
人
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、

過
去
２
年
１
ヵ
月
ま
で
の
保
険
料

が
「
免
除
」
ま
た
は
「
猶
予
」
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

令
和
５
年
度
分
の
免
除
等
の
受

付
は
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、

令
和
５
年
７
月
分
か
ら
令
和
６
年

６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し

て
審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

納
め
忘
れ
な
ど
が
あ
る
方
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
合
せ

◇
横
浜
町
役
場
町
民
課

TEL
０
１
７
５
（
78
）
２
１
１
１

（
内
２
３
６
）

◇
む
つ
年
金
事
務
所

TEL
０
１
７
５
（
23
）
７
９
５
５

町民の誓い…時間ときまりを守ります(昭和50年９月制定)
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インボイス制度説明会・登録要否相談会 開催日程表
開催年月日 ①令和５年７月４日(火) ②令和５年７月２５日(火) ③令和５年８月９日(水)

④令和５年８月２３日(水) ⑤令和５年９月６日(水) ⑥令和５年９月２０日(水)

時 間 ①１０時１０分～１２時２０分 ②１３時１０分～１５時２０分
※上記時間の内、各人４０～６０分間。詳細は十和田税務署まで。

開 催 場 所 十和田税務署（十和田市西二番町１４－１２ 十和田奥入瀬合同庁舎会議室）

連 絡 先 【要・事前予約】十和田税務署法人課税第一部門 ０１７６－２３－３９９７（直通）

家
で
人
生
の
最
期
ま
で
過
ご
す

と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
訪
問
看
護

に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

医
療
や
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も

家
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
づ
く

り
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

◆
日
時

７
月
20
日
(木
)午
後
６
時
～
午

後
７
時
30
分

受
付
午
後
５
時
40
分
～

◆
場
所

菜
の
花
に
こ
に
こ
セ
ン
タ
ー

◆
内
容

「
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
訪
問
看

護
」
え
む
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

二
本
柳
舞
氏

◆
申
込
先

◇
横
浜
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

TEL
０
１
７
５
（
73
）
７
７
３
４

７
月
13
日
(木
)ま
で
事
前
申
込
み

が
必
要
で
す
。



















































































出
展
す
る
移
住
相
談
会
が
東
京
で

開
催
さ
れ
、横
浜
町
も「
上
十
三
・

十
和
田
湖
広
域
定
住
自
立
圏
※
」

と
し
て
出
展
し
ま
す
。
相
談
会
で

は
、
移
住
に
関
す
る
疑
問
や
心
配

事
な
ど
を
個
別
に
対
面
相
談
で
き

ま
す
。
地
方
暮
ら
し
や
移
住
に
興

味
の
あ
る
方
に
、
ぜ
ひ
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

※
（
十
和
田
市
、
三
沢
市
、
野
辺

地
町
、
七
戸
町
、
六
戸
町
、
横
浜

町
、
東
北
町
、
六
ヶ
所
村
、
お
い

ら
せ
町
、
秋
田
県
小
坂
町
）

◆
開
催
日

７
月
23
日
(日
)午
前
11
時
～
午

後
４
時
30
分

◆
開
催
場
所

東
京
交
通
会
館
12
階
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
ホ
ー
ル
（
東
京
都
千
代
田
区

有
楽
町
２
‒
10
‒
１
）

（
入
場
無
料
、
事
前
申
し
込
み
不

要
）

◆
お
問
合
せ

主
催
：
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
る
さ

と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー

TEL
０
３
‒
６
２
７
３
‒
４
４
１
５

FAX
０
３
‒
６
２
７
３
‒
４
４
０
４

HP
http://w
w
w
.furusatokaiki.

net/

横
浜
町
へ
Ｕ
タ
ー
ン
や
移
住
を

考
え
て
い
る
ご
家
族
や
お
知
り
合

い
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

東
北
６
県
の
自
治
体
・
団
体
が







































◆
募
集
人
数

一
般
行
政
職
員
（
高
等
学
校
卒

業
程
度
）

若
干
名

◆
受
検
資
格

詳
細
に
つ
い
て
は
、
職
員
募
集

要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間

７
月
３
日
(月
)か
ら
７
月
25
日

(火
)ま
で
※
当
日
消
印
有
効

◆
試
験
日

一
次
試
験
：
９
月
17
日
(日
)

試
験
場
所
：
七
戸
町

二
次
試
験
：
一
次
試
験
合
格
者

に
通
知
し
ま
す
。

◆
申
込
手
続

職
員
募
集
要
項
及
び
受
験
申
込

書
の
入
力
方
法
に
つ
い
て

（
１
）
上
北
地
方
教
育
・
福
祉
事

務
組
合
事
務
局
庶
務
課
で
直
接
入

手（
２
）
上
北
地
方
教
育
・
福
祉
事

務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
職
員
募

集
要
項
及
び
、
受
験
申
込
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。
※

「
上
北
地
方
教
育
・
福
祉
事
務
組

合
」
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

（
３
）郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、

封
筒
の
表
に「
受
験
申
込
書
請
求
」

と
朱
書
し
、
１
２
０
円
切
手
を

貼
っ
た
宛
名
明
記
の
返
信
用
封
筒

（
角
形
２
号
）
を
同
封
の
上
、
上

北
地
方
教
育
・
福
祉
事
務
組
合
事

務
局
庶
務
課
に
請
求
し
て
下
さ
い
。

◆
お
問
合
せ

◇
上
北
地
方
教
育
・
福
祉
事
務
組

合

事
務
局
庶
務
課

〒
０
３
９
‒
２
５
７
１

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
蛇
坂
55

‒
８

TEL
０
１
７
６
（
62
）
５
１
５
４





































７
月
16
日
(日
)～
７
月
31
日

(月
)は
海
の
事
故
ゼ
ロ
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
期
間
で
す
。
期
間
中
は
い

つ
も
以
上
に
、
①
小
型
船
舶
の
事

故
防
止
（
発
航
前
点
検
・
見
張
り

の
徹
底
）、
②
大
型
船
舶
の
事
故

防
止
（
見
張
り
の
徹
底
・
船
舶
間

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
）、

③
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
常
時
着

用
・
自
己
救
命
策
の
確
保
を
徹
底

し
ま
し
ょ
う
。

海
上
保
安
庁
へ
の
緊
急
通
報
は

１
１
８
番

◆
お
問
合
せ

◇
青
森
海
上
保
安
部
交
通
課

TEL
０
１
７
‒
７
３
４
‒
２
４
２
２



































◆
日
時
・
場
所

・
令
和
５
年
９
月
１
日
(金
)午
前

町民の誓い…だれにでも親切にします(昭和50年９月制定)
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９
時
～
午
後
２
時

八
戸
商
工
会

議
所
４
階

・
令
和
５
年
10
月
20
日
(金
)午
前

９
時
～
午
後
２
時

青
森
県
総
合

社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

２
階

各
会
場
と
も
開
催
日
２
週
間
前

ま
で
に
、
氏
名
・
年
齢
・
住
所
・

勤
務
先
名
・
電
話
番
号
・
FAX
番
号

を
ご
記
入
の
上
、
FAX
・
Ｅ
メ
ー
ル

ま
た
は
郵
送
に
て
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

◆
内
容

健
康
講
義
・
健
康
測
定
機
器
測

定
演
習

◆
対
象

健
康
づ
く
り
に
関
心
が
あ
り
健

康
測
定
を
学
び
た
い
方
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ

健
診
等
の
測
定
の
お
手
伝
い
を
お

考
え
の
方

◆
定
員

40
名

◆
受
講
料

無
料

◆
お
問
合
せ

◇
青
森
県
医
師
会
健
や
か
推
進
セ

ン
タ
ー

〒
０
３
０
‒
０
８
０
１

青
森
市
新
町
２
‒
８
‒
21

青
森

県
医
師
会
館
６
Ｆ

MAIL
suk-kyoryokutaiin@
lily.ocn.

ne.jp
TEL
０
１
７
（
７
６
３
）
５
５
９
０

FAX
０
１
７
（
７
６
３
）
５
５
９
１

































放
送
大
学
で
は
、
２
０
２
３
年

10
月
入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま

す
。放

送
大
学
で
は
、「
大
学
を
卒

業
し
た
い
」「
働
き
な
が
ら
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
し
た
い
」「
学
び
を
楽

し
み
た
い
」「
空
い
た
時
間
を
有

効
に
使
い
た
い
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
の
目
的
で
様
々
な
年
代
や
職
業

の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

入
学
試
験
が
な
く
、「
学
び
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、

誰
で
も
入
学
で
き
ま
す
。

受
講
か
ら
単
位
認
定
試
験
ま

で
、オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
る
た
め
、

「
ヴ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
の
学
び

方
」
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
。

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、

約
３
０
０
の
幅
広
い
科
目
が
あ

り
、
半
年
・
１
科
目
か
ら
で
も
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

出
願
期
間
は
令
和
５
年
９
月
12

日
(火
)ま
で
。

資
料
を
無
料
で
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
放
送
大
学
青
森

学
習
セ
ン
タ
ー
（
TEL
０
１
７
２
‒

３
８
‒
０
５
０
０
）
ま
た
は
、
八

戸
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス
（
TEL
０

１
７
８
‒
７
０
‒
１
６
６
３
）
ま

で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

























よ
こ
は
ま
ホ
タ
ル
村
（
沖
津
俊

栄
村
長
）
で
は
、
次
の
通
り
４
年

ぶ
り
に
「
ホ
タ
ル
＆
湧
き
水
ま
つ

り
」
を
実
施
し
ま
す
。

◆
開
催
日

７
月
15
日
(土
)

◆
開
催
時
間

午
後
５
時
30
分
か
ら

◆
場
所

吹
越
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

吹

越
老
人
ク
ラ
ブ
会
館
な
ど

◆
入
場
料

１
人
３
０
０
円

◆
主
な
内
容

湧
水
コ
ー
ヒ
ー
、
お
茶
会
、
ホ

タ
ル
の
○
×
ク
イ
ズ
、
大
抽
選
会

な
ど
（
流
し
そ
う
め
ん
は
、
行
い

ま
せ
ん
）

◆
お
問
合
せ

事
務
局

沖
津

TEL
０
９
０
‒
２
３
１
２
‒
３
８
５
５

７月は
・固定資産税 第２期
・国民健康保険税 第１期
・後期高齢者医療保険料 第１期
・介護保険料 第１期

の納期限です

町民の誓い…常に学ぶことに努めます(昭和50年９月制定)
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介護保険からのお知らせ ～令和５年度の介護保険料段階が決定致しました～

令和５年度の市町村民税、令和４年分の本人の所得及び令和５年４月１日現在の世帯構成などに
より65歳以上の方々の介護保険料段階が決定致しましたので、７月初旬に町から納入通知書を郵送
致します。

◆令和５年度の保険料段階及び介護保険料
所得段階 対象となる方 調整率 保険料(年額)

第１段階

・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
・世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以
下の方

基準額×0.3 23,040円

第２段階 世帯全員が町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万円超
120万円以下の方 基準額×0.5 38,400円

第３段階 120万円超の方 基準額×0.7 53,760円

第４段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得額の合計が

80万円以下の方 基準額×0.9 69,120円

第５段階 80万円超の方 基準額 76,800円

第６段階

本人が町民税課税前年の合計所得額が

120万円未満の方 基準額×1.2 92,160円

第７段階 120万円以上
210万円未満の方 基準額×1.3 99,840円

第８段階 210万円以上
320万円未満の方 基準額×1.5 115,200円

第９段階 320万円以上 基準額×1.7 130,560円

保険料の納め方
特別徴収（年金が年額18万円以上の人）
・年金の定期支払い（年６回）の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
・老齢基礎年金・厚生年金などの老齢（退職）年金と、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。
特別徴収の人は
前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、４・６・８月と10・12・２月に区分されます。４・６・
８月は前年度２月と同額の保険料を仮の保険料額として納付します（仮徴収）。10・12・２月は、６月以降
に確定する前年の所得などをもとに、本年度の保険料を算出し、そこから４・６・８月の保険料を除いて
調整された金額を10・12・２月に振り分けて納付します（本徴収）。
普通徴収（年金が年額18万円未満の人）
・送付される納付書にもとづき、介護保険料を横浜町に個別に納めます。
・横浜町が送付する納付書を持って、横浜町指定の金融機関で納付します。
普通徴収の人は
保険料の算出方法は特別徴収と同じですが、普通徴収は７月から３月まで８期に分けて納付します。
（12月除く）

※年金額が年額18万円以上の方でも、こんなときは横浜町に個別に納めます。
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で他の市区町村から転入したとき
・年度の初め（４月１日）時点で年金を受けていなかったとき など
※普通徴収の納付には口座振替が便利です。
・保険料の納付書
・預（貯）金通帳
・印かん（通帳の届け出印）
これらを持って横浜町指定の金融機関で手続きをしてください。

◆お問合せ 福祉課（菜の花にこにこセンター内） ☎０１７５（７３）７７３４

町の位置…北緯41°4′50″東経141°15′7″
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北部上北広域事務組合職員採用試験案内
令和６年４月採用予定の北部上北広域事務組合職員の採用試験を下記により行います。

１．職種及び日時等

２．試験の方法
第１次試験 初級一般：教養試験、各種検査（事務適性、性格傾向適性検査）

消防職：教養試験、各種検査（消防適性Ａ・Ｂ）
第２次試験 令和５年１１月中旬予定第１次試験合格者を対象に作文試験及び面接試験を予定

３．申込受付期間 令和５年７月３日(月)から令和５年７月２７日(木)まで
※ 午前８時３０分～午後５時までに北部上北広域事務組合総務課で受付して

ください。（ただし、土・日曜日及び祝日は受付しません。）
※ 郵送の場合は、２７日必着です。

４．申込方法
次の書類を事務局総務課へ提出してください。
⑴ 試験申込書
※ 試験申込書は北部上北広域事務組合事務局総務課及び野辺地町、横浜町、六ヶ所村役場総務

課から直接入手するか、北部上北広域事務組合ホームページからダウンロードしてください。
⑵ 自筆の履歴書（顔写真添付、自己の特技、趣味、応募の動機などについて記載）
⑶ 最終学校の卒業証明書または卒業見込み証書（開封無効）
⑷ 顔写真２枚（上半身脱帽、縦４㎝×横３㎝、試験日の３ヵ月以内に撮ったもの）
※ 履歴書に貼り付けたものを含む。

５．初級一般・消防職員の勤務場所
初級一般：事務局、クリーン・ペア・はまなす、公立野辺地病院
消 防 職：消防本部、野辺地、横浜、六ヶ所消防署及び六ヶ所北分署・南分署になります。

６．問い合わせ先 〒０３９－３１１３
青森県上北郡野辺地町字田狭沢４０番地９
北部上北広域事務組合 事務局 総務課（電話０１７５－６４－１０６６）

職種 採用予定人員 試験日等 受験資格

初級一般 ２名程度
期日：９月１７日(日)
試験地：野辺地町内
会場：未定

⑴ 平成６年４月２日以降に生まれた方
⑵ 学校教育法による高等学校以上を卒業した方又は
令和６年３月３１日までに卒業見込みの方
⑶ 普通自動車運転免許取得者（採用までに取得見込
みの方を含む。）
⑷ 地方公務員法第１６条各号のいずれにも該当しな
い方

消 防 職 ３名程度
期日：９月１７日(日)
試験地：野辺地町内
会場：未定

⑴ 平成１２年４月２日以降に生まれた方
⑵ 学校教育法による高等学校以上を卒業した方又は
令和６年３月３１日までに卒業見込みの方
⑶ 普通自動車運転免許取得者（採用までに取得見込
みの方を含む。）
⑷ 地方公務員法第１６条各号のいずれにも該当しな
い方

町の面積…東西12㎞ 南北23㎞ 126.38㎢
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町章… ｢よこはま｣の｢よ｣を図案化。大小の円は｢円満･団結･平和｣
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町章… ｢よ｣の先端 将来への限りない躍進･発展(昭和45年９月制定)
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消 防 署 通 信
火事と救急・救助は119番

火事・救急・救助は横浜消防署加入電話に通報より断然１１９通報が早い！

町の花…｢なの花｣ 町の鳥…｢浜チドリ｣ 町の木…｢つきけやき｣(昭和61年９月制定) 町の魚…｢横浜なまこ｣(平成４年12月制定)
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駐在所
通 信

横浜駐在所
☎78-2110

たを事からたを事から
子どもたちが夏休みに入るこの時期、家族等で海水浴に出かける
機会も多くなります。
毎年、この時期になると海や川等での水難事故が多発し、尊い命が
失われています。
海水浴場以外では泳がない。
強風の日や波の高い日は泳がない。
など水難事故防止に心掛けるととも
に、保護者の方は子供から目を離さ
ないよう注意をお願いします。

運運
夏は、バーベキューや帰省、同窓会など飲
酒の機会が増える季節です。
飲酒運転は、本人だけでなく一緒に車に
乗っていた人や職場の人、家族の人などた
くさんの人を不幸にします。
飲酒運転は誰も幸せにしません！！絶対
にしないようにしましょう。

のを付のを付
県内のあちこちに還付金詐欺の電話が来ていま
す。
横浜駐在所では詐欺被害防止の講話などをしてい
ますが、地域のみなさん、相手が誰でも電話でお
金の話が出た時の合言葉は「家さじぇんこもって
こい」です。
相手から何を言われても繰り返し合言葉を言うようにしましょう。

しまししまし
県内各地で山菜取りの遭難が見られ
ています。
また、山菜取りが熊に襲われるという
事件も起きています。
みなさん、十分注意しましょう。

 民 の   民 の   民 の 

毎月１日は「県民交通安全の日」・15日は「高齢者交通安全の日｣

令和５年５月末の人身事故・物損事故発生状況

区分
令和５年 令和４年 前年比５月中(単月) ５月末(累計) ５月末(累計)

発生 死者 傷者 発生 死者 傷者 発生 死者 傷者 発生 死者 傷者
人身事故 0 0 0 5 0 6 2 0 4 ＋3 ±0 ＋2
物損事故 9 40 54 －14

『住民のまど』の掲載について
婚姻、出生に関して、広報への掲載を希望
される方は役場町民課へお申し出下さい。
おくやみ欄については、町民課窓口に届出
される際に、掲載の可否を確認しております。
また、休日届出等の場合は事前に役場へ連
絡をお願いします。

農業委員会
定例総会のお知らせ
定例総会では、農地法に基づく審
議、及びその他の法令に基づく審議
がされます。次の定例総会の日程は
以下のとおりです。
◇定例総会日時 ８月１０日（木）

１３時３０分～
（・申請の締切日 ７月２４日（月））
※毎月農業者年金の相談受付を行っ
ています。

◎おくやみ申し上げます
平 尾 茂 美（７５）二号舘町
中 野 ト シ（８６）吹越
佐 藤 清（７６）善知鳥
沖 津 静 枝（９５）吹越
秋 田 そ の（９３）幸町
白 糠 寅 吉（８１）緑町
三津谷 米 作（８６）桧木

只
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町民の誓い…青い海、緑と花を愛します(昭和50年９月制定)
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○福福祉課 ☎７８－２１１１ ○健健康みらい課 ☎７３－７７３３ ○教教育課 ☎７８－６６２２

○総総務課 ☎７８－２１１１ ○公公民館 ☎７８－６１００

７月の行事予定
1 土

2 日

3 月

4 火

5 水 ○福おひさまルーム

6 木 ○福貯筋教室
○健セルフリンパケア教室

7 金 横浜中学校 保護者参観日 ○健善知鳥 キッチンカー
ちどり保育園 七夕祭り 第二ちどり保育園 七夕子ども会

8 土

9 日 ○教町民スポーツフェスティバル
○健ワクチン接種

10 月 ○健シェイプアップ教室

11 火

12 水 ○福おひさまルーム

13 木 ○福貯筋教室

14 金 ちどり保育園 ちどり夏フェス 防火祈願ねぷた運行
横浜小学校 参観日 ○健豊栄平 キッチンカー

15 土

16 日

17 月 海の日

18 火 ○公第２回実年教室
○健大豆田 キッチンカー

19 水 ○福おひさまルーム ○健健康相談会
○総人権相談

20 木 ○福貯筋教室

21 金 ○健献血
横浜小・中学校 １学期終業式

22 土 あさひ幼稚園 １学期終業式
第二ちどり保育園 ほども夏まつり

23 日

24 月

25 火

26 水 ○福おひさまルーム

27 木 ○福貯筋教室
○福民児協定例会

28 金 ○健吹越 キッチンカー

29 土

30 日

31 月 ○健離乳食教室
○健シェイプアップ教室

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、変更となる場合があります。

斗米雪乃さんの（向平）

マロン 柴犬 メス

「保護犬だけど人懐っこくてとっ
てもキュートなマロンちゃん♡大
切に育ててくれる里親に引き取ら
れる保護犬が増えたらいいなと
願っています。」

若佐卓・真衣さんの子
女の子（旭町）

お兄の髪の毛とあんぱんまんが大好き
な“そあ”ちゃん

「そあ、明るく、やさしく元気にすく
すく育ってね！」

若
わか

佐
さ

奏
そ

杏
あ

ちゃん
R4.7.7生

鈴木 鳳昴くん

杉山 直幸くん 辻 陽凪音くん


